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  Ⅰ 目的 

    本村では平成１５年に成立した「次世代育成支援対策推進法」により、平成１８年３月に「忍 

野村特定事業主行動計画」を策定し、職員が仕事と家庭生活を両立することができる職場環境の 

整備を勧めてきました。 

また、平成２７年には女性が自らの意志によって職業生活を営み、個性と能力を発揮し豊かで 

活力のある社会の実現を図るため「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立し 

事業主が女性職員の活躍を推進するために各自が抱える問題点を把握し、目標数値等の計画を策 

定することが義務付けられました。この法律に基づき、本村でも計画の見直し及び女性職員の職 

場での活躍状況を把握し、職場で女性が仕事と家庭を両立し、個々の持つ個性や能力を活かして 

いける職場環境の実現を目指します。 

 

  Ⅱ 計画期間 

   平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日までの１０年間を計画期間とします。 

 

  Ⅲ 推進体制 

組織全体で継続的に女性の活躍を推進するため、本計画の策定・変更、本計画に基づく取り組 

みの状況・数値目標の達成状況確認等を定期的に行い、計画を見直していきます。 

 

Ⅳ 取組内容 

    本村において、女性職員の職業生活における活躍状況を把握し、改善が必要である部分につい 

て分析を行いました。その結果、女性職員の活躍を推進するため、目標値・取り組みについて次 

の通り設定しました。 

 

   女性職員の管理職への登用について                     

   （１）女性職員の管理職へ登用について 

    現在、管理職における女性職員の割合が下記の数字となっており、役職別に見ても役職が上が 

るにつれて下がっているのが現状です。 

 

管理職の女性の割合（ 平成２７年度 ） 

総合計 うち女性職員の数 割合 

18人 7人 39% 

 

各役職における女性の割合（ 平成２７年度 ） 

役職名 課長・課長補佐 主幹 係長 副主査 主任 主事 

総合計 18人 11人 10人 5人 6人 21人 

女性 7人 4人 3人 2人 0人 11人 

割合 39％ 36％ 30％ 40％ 0％ 52％ 

※上記の２表について、管理職手当を受給している所長・館長は管理職に含む 

 



 

 

 

・管理職における女性職員の割合を 10年間で 40％以上、また、主幹及び係長に関しても現在の 

割合を超えるよう、女性職員に対しても男性職員と同様に昇任試験を受験する機会等を積極的 

に与え、キャリア形成の支援を図るように努めます。 

 

   （３）継続勤務年数の男女格差について 

    現代社会では、女性の約６割が第一子出産を機に退職する傾向があり、組織の人材力に大きな 

影響を与えています。本村の平成２８年３月３１日における職員の継続勤務年数を男女別に集計 

したところ、１人当たりの勤務年数が、男性職員は 18.25年、女性職員が 18.12年という結果に 

なりました。 

 

 

 

・前回策定しました計画では、育児休業者に対して円滑な職場復帰のために支援を行い、職場復 

帰に対する不安が軽減するように努めてきました。本計画においても、育児休業者への職場復 

帰支援に努め、女性職員が継続して就業できる職場環境の整備に努めます。 

 

出産や育児に係る制度の周知と出産・子育てしやすい勤務環境の整備について 

出産を控えた職員は、通常の業務をこなしながら出産休暇に入るまでの間業務を行わなければ 

ならなく、職場は職員に対する配慮が必要となります。また、出産を終え、育児をしながらの職 

場復帰は、仕事と家庭の両立に不安を感じます。復帰した後も職場への気兼ねからか必要な休暇 

の取得をためらうなど、安心して出産や育児が行える環境は望めません。また、次世代育成支援 

対策では、男性も含めた働き方の見直しも必要とされます。出産・育児（男性の家庭における育 

児への参加も含む。）と職場復帰を円滑に行える職場の確立を目指し次の取り組みに努めます。 

 

（１）出産及び育児に係る制度の周知徹底について 

 

 

 

・母子保護及び母性の健康管理の観点から設けられている特別休暇や子どもの看護休暇、育児を 

行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限等各制度について、庁内の掲示板等を通じて周知徹底 

を図ります。 

・出産費や育児休業手当金等、経済支援措置に関する内容や手続きについてのハンドブックやマ 

ニュアル等を作成し職員へ周知徹底を図ります。 

 

 

 

 

 

取組内容 

取組内容 

取組内容 



 

（２）出産・子育てしやすい勤務環境の整備について 

 

◇育児休業を取得しやすい職場の環境づくり 

 

 

・産前休暇に入るまでの期間は、業務を行いながら出産を迎える時期であり、職場でも十分な配 

慮が必要になります。妊娠中の職員に対しては本人の意向を確認しながら、超過勤務を縮減し 

ます。 

・妊娠している職員に対し、人事担当から個別に育児休業等の制度・手続きに関する説明をハン 

ドブック等をもとに行うほか、職員の所属部署においては業務分担の見直しや業務の軽減、代 

替職員の確保を行い、職場への負担を最小限にとどめ、安心して出産・育児に専念できるよう 

に努めます。 

 

◇男性職員の育児休業等の取得促進について 

本村の女性職員の育児休業取得率は平成２３年度から平成２７年度において対象者全員が取 

得済のため 100％でしたが、男性職員の育児休業については取得がありませんでした。その理由 

として職員の制度への認知不足と取得しやすい職場環境が整備されていないことが考えられま 

す。 

 

 

・子どもの出生時における特別休暇（２日以内）の周知及び取得しやすい職場の環境づくり、職 

員への休暇取得に対する理解の徹底に努めます。 

・育児休業に関する資料を職員へ通知・配布し、制度の周知を図るとともに、育児休業の取得促 

進に努めます。 

・計画の終期までに、引き続き女性職員の育児休業取得率 100％を維持し、男性職員に対しては 

10％になるように努めます。また、配偶者出産休暇に関しては該当職員全員が取得できるよう 

に徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 

取組内容 



 

◇超過勤務の縮減について 

 

 本村の平成２７年度におけるひと月あたりの超過勤務時間と職員の平均超過勤務時間は次の 

通りです。 

 

 

 

職員の１ヶ月における平均超過勤務時間は１１時間で、１週間に約２時間程度超過勤務をして 

いるのが現状です。これはあくまで平均であり、１人ひとりの実績では上記の平均時間を超えて 

いる職員もいます。この結果を鑑み、業務の計画化・効率化の推進と職員の健康保持のため、次 

の取り組みを推進します。 

 

 

 

・小学校就学始期に達するまでの子どもがいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制限制度の周知を 

図ります。 

・定時退庁日（ノー残業デー）を設定し、庁内の掲示板や回覧等で注意喚起を行います。 

・管理職員は超過勤務の多い職員に対する健康面における配慮を行うように努めるほか、超過勤 

務者に対する早出・遅出出勤の実施、年次休暇の取得促進に努めます。 

・管理職員は特定の職員に超過勤務時間が集中しないように、業務の分担の見直しや係を越えた 

支援体制を整備する等の措置を実施するように努めます。 

・人事担当課の担当職員及び管理職員は、所属ごとの超過勤務の実態を把握し、超過勤務が多い 

所属に対しては管理職員からのヒヤリングを行った上で、超過勤務者に対する健康面における 

配慮の注意喚起を行います。 
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平成２７年度超過勤務実績 

・ひと月あたりの超過勤務時間    約９５０時間／月 

・一人あたりの平均超過勤務時間   約１１時間／月 

取組内容 



 

◇年次休暇等の取得促進について 

 前回策定した計画の中にもあるように、所属によって年次休暇の取得がしやすい所属とそうで 

ない所属があること、また、取得日数が職員によって偏りがあり、未だ改善の傾向が見られない 

のが現状です。職員の家庭生活の充実と健康面でのリフレッシュを支援するため、職員の休暇取 

得に対する意識の改革を図るとともに、休暇を取得しやすい職場づくりのため、次の取り組みに 

努めます。 

    

 

 

・年間の年次休暇取得目標日数を設定し、計画的な取得促進を図るように努めます。 

・子どもの授業参観や子育てに関連した行事に参加するための年次休暇は積極的に取得するよう 

推進します。 

・職員が安心して年次休暇が取得できるように、業務計画の周知及び事務処理の相互支援等職場 

の体制を整備するように努めます。 

・ゴールデンウイーク期間や夏季休暇取得期間（７月～９月）等における連続休暇、年次休暇の 

取得促進を図ります。 

・人事担当は、所属ごとの年次休暇の取得状況を把握し、取得率が低い所属に関しては取得を促 

進するように管理職員への注意喚起を徹底します。 

 

その他の次世代育成支援の推進について 

    前回策定の計画に引き続き、次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育成される環境の整 

備を推進するため、次の取り組みの推進に努めます。 

 

（１）子育てバリアフリー 

    

    

   ・子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応接対応等ソフト面でのバリアフリー 

の取り組みを推進します。 

・施設利用者等の実情を勘案し、新・増改築の機会にあわせ授乳室やベビーベッド等の設置につ 

いて検討します。 

 

（２）子ども・子育てに関する地域貢献活動 

  

  

・子どもが参加する地域の行事・活動に敷地や施設を提供します。 

・子どもや子どもの育成に関して知識や特技等を持っている職員や、地域の子育て活動に意欲の 

ある職員の積極的な参加を支援します。 

 

 

 

取組内容 

取組内容 

取組内容 



 

（３）子どもを交通事故から守る活動の実施や支援 

 

 

・交通事故予防について綱紀粛正通知による呼びかけを行っていきます。 

・公務に関し自動車の運転を行う者に対する交通安全教育等の交通安全に必要な措置を実施する 

とともに、専門機関等による安全運転に関する研修の受講を引き続き支援します。 

 

（４）未婚職員を対象とした福利厚生事業の実施 

 

 

・未婚職員に出会いの場を提供できるスポーツ事業や交流事業の情報提供を行うとともに、村民 

対象の婚活事業への積極的な参加を促します。 

 

取組内容 

取組内容 


